
ＺＥＲＯ日本語学校学則 

 

第１章 総則 

 

〔機関の目的〕 

第１条 本学は、日本で高等教育機関への進学を目指す外国人に対する日本語教育を通じて、共に社会

を築こうとする共生社会の実現に貢献できる人材の育成を目的とする。                 

〔機関の名称〕 

第２条 本学の名称は「ＺＥＲＯ日本語学校」とする。英語名称は「ZERO Japanese Language 

School」とする。 

〔所在地〕 

第３条 本学は、兵庫県尼崎市西難波４丁目６番２６号に置く。 

〔点検・評価〕 

第４条 本学は、その教育の一層の充実を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学にお

ける教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。 

２ 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

第２章 授業実施期間、休業日及び授業の終始時刻 

 

〔授業実施期間〕 

第５条 本学は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 前項の期間を分けて、別表１の学期とする。 

〔休業日〕 

第６条 本学の休業日は別表２の通りとする。 

２ 非常災害その他急迫の事情があると学長が認めた時は、臨時に休業することができる。 

〔授業の終始時刻〕 

第７条 授業の終始時刻は、別表３の通りとする。 

 

第３章 日本語教育課程、授業時数、学習の評価および職員組織 

 

〔日本語教育課程〕 

第８条 本学の日本語教育課程、修業期間、日本語能力（「日本語教育の参照枠」の尺度で示された日

本語能力をいう。）、収容定員数、レベル別授業科目及び授業時数は、別表４の通りとする。

ただし、ここにいう授業時数の１単位時間は、４５分とする 

〔クラス編成〕 

第９条 クラスは、同時期に同一の日本語教育課程を受講する受講者を、20名以下ごとに分けて編成す

る。 



〔学習の評価〕 

第１０条 学習の評価は、試験成績、出席状況、学習態度、課題の提出等を総合して、別表５のとおり

の４段階とする。 

   ２ 前項の学習の評価に関し、必要な事項は別に定める。 

〔職員組織〕 

第１１条 本学に次の職員を置く。 

（１）学長        １名 

（２）主任教員      １名 

（３）専任教員      ３名以上 

（４）非常勤講師     ２名以上 

（５）事務統括責任者   １名 

（６）生活指導担当者   １名 

（７）生活指導担当教職員 １名以上（学生の母語担当者を含む） 

   ２ 非常勤講師の人数を専任教員で充足することができる。 

〔学長、副学長〕 

第１２条 学長は、本機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する。  

２ 学長は、臨時にその職務を行う者として副学長を指名することができる。 

 

第４章 入学、休学、退学、卒業および賞罰 

 

〔入学資格〕 

第１３条 本学への入学資格は、次の条件をいずれも満たしている者とする。 

（１）12年以上の学校教育またはそれに準じる課程を修了している者 

（２）年齢が１８歳以上の者 

（３）財務及び身元を保証する「経費支弁者」を有する者。 

〔入学手続〕 

第１４条 本学への入学手続は、次のとおりとする。 

（１）本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記

載し、第２２条に定める入学検定料を添えて、指定期間日までに出願しなければならな

い。 

（２）前項の手続を完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。 

（３）本学に入学を許可された者は、指定期日までに第２２条に定める学納金及び必要な書類

を添えて、入学の手続きをしなければならない。 

〔休学・復学〕 

第１５条 疾病その他やむを得ない事由により休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記

載した休学届に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、学長の許可を受けなければなら

ない。 



２ 休学をした者が復学しようとする場合は、学長にその旨を届け出て、学長の許可を得て復学

することができる 

〔転学・退学〕 

第１６条 転学、もしくは、退学しようとする者は、その事由を記載した退学願いを届け出て、学長の

許可を受けなければならない。 

〔除籍〕 

第１７条 国、行政及び本学の定める諸規定を守らず、その本分にもとる行為があったときは、学長は

学生の除籍処分を行うことができる。 

〔修了・卒業〕 

第１８条 修了要件は、第１０条に定める授業科目の学習評価で在籍期間の平均成績が C以上であるこ

と、１３８０単位時間以上の授業に出席することとする。 

   ２ 修了要件を満たした者については、学長が課程の修了を認定する。 

３ 学長は、本学所定の課程を修了した者に対し、卒業証書を授与する。 

〔褒章〕 

第１９条 学長は、成績優秀であり、かつ、他の模範となる者に対して褒賞を与えることができる。 

〔懲戒処分〕 

第２０条 この学則及び本学の定める諸規則を守らず、その本文にもとる行為があったときは、学長は

当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。 

   ２ 懲戒処分の種類は、訓告、停学、退学及び除籍とする。 

 

第５章 納付金 

 

〔学納金〕 

第２１条 本学の学納金は、別表６の通りとする。 

〔学納金の返還〕 

第２２条 既に納入した学納金は、返金規定に基づくものとする。 

〔滞納〕 

第２３条 正当な理由がなく、かつ所定の手続きを行わず、学納金を３ヶ月以上滞納しその後において

も納入の見込みがない場合、学長は当該学生を除籍することができる。 

 

第６章 雑則 

 

〔健康診断〕 

第２４条  健康診断は、毎年１回実施するものとする。 

 

 

 

 



第７章 学則の改定 

 

〔学則の改定〕 

第２５条  この学則の改定は、会議の議を経て、役員の承認のうえで、学長が行う。 

 

 

 

附則 

この規則は、令和 7年 4月１日から施行する。 

 

  



別表１ 

学期 始期 終期 

第１学期 ４月１日 ６月３０日 

第２学期 ７月 1日 ９月３０日 

第３学期 １０月１日 １２月３１日 

第４学期 １月１日 ３月３１日 

 

別表２ 

１ 土曜日・日曜日 

２ 国民の祝日に関する法律で規定する日 

３ 

学期間の休業 

１） 春季休業（３月下旬から４月上旬の２週間、終始

日は各年度前に決める。)  

２） 夏季休業（８月中旬の３週間、終始日は各年度前

に決める。)  

３） 冬季休業（１２月下旬から１月上旬の２週間、終

始日は各年度前に決める。) 

 

別表３ 

午前の部 授業時間 

1時間目 9:00〜9:45 

2時間目 9:50〜10:35 

3時間目 10:45〜11:30 

4時間目 11:35〜12:20 

 

午後の部 授業時間 

1時間目 13:20〜14:05 

2時間目 14:10〜14:55 

3時間目 15:05〜15:50 

4時間目 15:55〜16:40 

 

  



別表４ 

課程 
修業

期間 

収容 

定員数 

日本語

能力 
レベル 授業科目 授業時数 

大学・

専門学

校進学

２年課

程

（A1） 

２年 80名 A1→B2 

初級 
日本語総合 

読む 

３３０時間 

１１０時間 

中級 

日本語総合 

日本の生活と文化 

表現 

進学 

２５６時間 

６４時間 

２５６時間 

６４時間 

中上級 

日本語総合 

日本の生活と文化 

表現 

進学 

ノート 

２５６時間 

１７６時間 

８０時間 

６４時間 

６４時間 

大学・

専門学

校進学

２年課

程

（A2） 

２年 20名 A2→B2 

初中級 
日本語総合 

読む 

１６５時間 

５５時間 

中級 

日本語総合 

日本の生活と文化 

表現 

進学 

２５６時間 

１２８時間 

１９２時間 

６４時間 

中上級 

日本語総合 

日本の生活と文化 

表現 

進学 

ノート 

２６４時間 

１３２時間 

１３２時間 

６６時間 

６６時間 

上級 

日本語総合 

日本の生活と文化 

表現 

進学 

ノート 

９２時間 

２８時間 

４０時間 

２０時間 

２０時間 

 

  



別表５ 

評定 達成率 合否 

A ８０％以上 合格 

B ７０％以上８０％未満 合格 

C ６０％以上７０％未満 合格 

D ６０％未満 不合格 

 

別表６ 

内訳 １年目 ２年目 

入学検定料 20,000円  

入学金 50,000円  

授業料 600,000円 600,000円 

施設費 20,000円 20,000円 

設備費 40,000円 40,000円 

教材費 40,000円 20,000円 

課外活動費 10,000円 10,000円 

保険料 20,000円  

健康管理費 10,000円 10,000円 

その他 17,000円 17,000円 

合計 827,000円 717,000円 

※別途、消費税がかかります。 

  



学納金返金規定 

１．返金内容および条件 

① 査証の申請を行わない、もしくは、認められない場合、査証を取得したが来日以前に入学を辞退

した場合 

入学検定料 入学金 授業料 その他学納金 

× × 〇 ○ 

条件 辞退願いの届出、入学許可書の返却、在留資格認定証明書の返

却 

② 入国したが、不入学・不登校で退学した場合 

入学検定料 入学金 授業料 その他学納金 

× × 〇 ○ 

条件 退学願いの届出、帰国を確認 

③ 入学後、中途退学の場合 

入学検定料 入学金 授業料 その他学納金 

× × 次学期以降の 

残授業料を返金 

× 

条件 退学願いの届出、帰国を確認 

④ 他校への転校・進学、婚姻等で在留資格が変更された場合 

入学検定料 入学金 授業料 その他学納金 

× × 次学期以降の 

残授業料を返金 

× 

条件 退学願いの届出、在留資格の変更を確認 

⑤ 在留期間更新ができなかった場合(出入国管理局で許可がおりなかった場合)、法令・校則に違反

し、除籍処分となった場合 

入学検定料 入学金 授業料 その他学納金 

× × 次学期以降の 

残授業料を返金 

× 

条件 退学願いの届出、帰国を確認 

 

２．免責事項 

天災、事故、感染症、交通機関のストライキや気象状況等で交通機関が止まる恐れがある時など、やむを

得ない事情で授業を中止する場合は免責とし、その分の授業料の返金は行わない。 

  



学習の評価に関する規程 

第１条（目的） 

この規程は、ＺＥＲＯ日本語学校学則の第１０条に基づき、学習の評価について、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

第２条（試験） 

１ 試験の成績の評価は、その試験の結果に基づき 100点法よる。 

２ 試験当日 15分を超えて遅刻した者は受験することができない。また試験開始 15分後 

には退出することができるが、一度退出した者の再入室は認めない。 

３ 試験を欠席した者の当該試験科目の試験成績は０点とする。 

４ 認められる事由があり、事前または事後に欠席理由書を提出しない場合は、当該試験科 

目の試験成績を０点とする。 

５ 試験中に不正行為を行った者に対しては、当該試験科目の試験成績を０点とする。 

 

第３条（再試験・追試験） 

１ 試験の成績が 60点に満たなかった場合、再試験を行うことがある。 

２ 病気・忌引・その他、交通事故等本人の責によらないやむを得ぬ事情で試験を受験でき 

なかった場合には、後日追試験の機会が与えられる。但し、疾病・傷病の場合には、医 

師の診断書を添付し申請しなければならない。 

 

第４条（出席状況） 

１ 出席率の算出方法は、各学期の出席授業単位時間数÷各学期の総授業単位時間数とす 

る。 

２ 欠課は次のとおりとする。 

⑴ 授業時間に１５分未満の遅れを遅刻とし、１５分以上の遅れを欠課とする。   

⑵ 早退は授業時間終了１５分未満までとし、１５分以上を欠課とする。 

⑶ 遅刻、早退は３回で１単位時間の欠課とする。 

 

第５条（会議）  

成績判定に関する会議は学期末におこなうものとする。 

 

第６条（その他） 

この規程の定めるもののほか、必要な事項は、会議において別に検討し、学長の承認を得て定める。 

 

附則 

１ この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 


